
 -1-

交通政策審議会海事分科会 

第７回 国際海上輸送部会 

平成１９年１１月１６日（金） 

 

 

【事務局】  それでは、定刻となりましたので、ただいまから交通政策審議会海事分科

会第７回国際海上輸送部会を開催させていただきます。 

 委員及び臨時委員の皆様には、ご多用の中、本部会にご出席賜りまして誠にありがとう

ございます。私、事務局を務めさせていただきます海事局外航課の中村と申します。よろ

しくお願いいたします。 

 本日は、浅野委員及び荒木臨時委員から、所用があって遅れる旨のご連絡をいただいて

おりますが、それと太田委員も若干遅れているようでございます。委員及び臨時委員総員

１７名中、現在９名のご出席となりますので、交通政策審議会令第８条第１項による定足

数を満たしておりますことをご報告申し上げます。また、本部会は、情報公開の観点から

会議自体を公開とするとともに、議事録等を国土交通省のホームページに掲載することと

しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 なお、本日ご出席されている委員及び臨時委員の皆様のご紹介につきましては、席上に

配付しております座席表をもってご紹介にかえさせていただきたく存じます。 

 秋山臨時委員、岡部臨時委員、佐々木臨時委員、田﨑臨時委員、藤澤臨時委員、森本臨

時委員及び渡臨時委員におかれましては、本日所用のためご欠席でございます。また、本

日は、ご欠席されております臨時委員にかわりまして、意見交換のためご出席いただいて

いる方がいらっしゃいますので、ご紹介いたします。 

 社団法人日本物流団体連合会の平山理事長です。 

 社団法人日本貿易会の佐藤理事です。 

 社団法人日本造船工業会、寺門企画部長です。 

 全日本海員組合、池田国際局長です。 

 石油連盟の山田流通・石油システム部長です。 

 本日の出席者については以上でございます。 

 続きまして、マイクの使い方をご説明させていただきます。ご発言の際には、お手元の

マイクのトークというボタンを押してからご発言ください。また、ご発言が終わりました
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ら、再度トークというボタンを押して、オフにしてくださいますようお願い申し上げます。 

 なお、本日は国会の関係で、局長以下、海事局側に途中で入退室がございますことをあ

らかじめお詫び申し上げます。 

 次に配付資料の確認をさせていただきます。お手元、議事次第と座席表に続きまして配

付資料一覧、それから、資料１といたしまして本部会の名簿、それから、資料２といたし

まして、カラーのものですけれども、第７回国際海上輸送部会説明資料、それから、資料

３といたしまして、「安定的な国際海上輸送の確保のための海事政策のあり方について」

（答申素案）をおつけしております。不備等ございましたら事務局のほうまでお申し出く

ださい。 

 それでは、杉山部会長に議事の進行をお願いしたいと存じます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

【部会長】  それでは、本日も皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 早速ですが、議事次第に沿って議事を進めさせていただきます。まずは議題１ですけれ

ども、前回の委員の意見のまとめ等についてということで、事務局からご説明を頂戴した

いと思います。 

【外航課長】  それでは、私のほうから、前回の委員の意見のまとめ等についてご説明

させていただきます。 

 お手元の資料２という、横開きのポンチ絵のものをご覧いただけますでしょうか。ペー

ジをめくっていただきまして１ページ目、第６回国際海上輸送部会における委員からの主

な意見というものでございます。そこにございますように、まず、適正な競争環境の整備

ということで、独禁法の適用除外についてのご議論をいただきました。主なポイントとい

たしまして、そこにございますように、基本的には、海運分野においては、破滅的競争が

発生しやすく、最終的に消費者の利益を害するという理由から独禁法の適用除外が、従来、

長い間、１３０年間にわたって認められてきた。近年、いろんな分野で適用除外が見直さ

れているので、運輸分野、特に海運分野についても廃止論が出るのは一般的な流れとして

理解できる。しかしながら、海運の特殊性を考えてしっかり議論すべきである。また、い

ろんな見直しのあった分野についてはイノベーションがあったが、海運は、今も昔も船舶

で物を運ぶという基本的形態は変わっていないのではないか。それから、資源の自給率の

低い我が国につきましては、海上輸送が大変重要であるという状況を踏まえると、このよ

うな重要な分野が破滅的競争に陥ってよいのか。ＥＵ競争法には域外適用があるので、慎
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重に検討すべきである。また、ＥＵ／米国の動向を注視する必要がある。 

 続きまして、世界的な流れが適用除外制度へ進めば、日本が制度を維持することが正当

化されるのはどの時点までかをしっかり見極める必要があるというご意見をいただいてお

ります。 

 続きまして２ページ目、同じく独禁法の適用除外についてでございますが、適用除外が

独禁法の例外規定であり、また、公取から国交省としての判断を求められている以上、国

交省側に挙証責任がある。定性的な説明だけではなく、数値をもとにした定量的な説明を

準備する必要があるのではないか。一般国民に対しても十分理解してもらえるように説明

する必要があるというようなご意見をいただいております。 

 続きまして、地球環境での安全・環境問題への取り組みといたしまして、重要な航路の

安全確保等、主にマ・シ海峡のことについてご議論いただきました。ここにつきましては、

マ・シ海峡の協力は理解できるけれども、マ・シに限らず、ホルムズ海峡、インド洋など

もある。また、ソマリアでの海賊対策においてはフランスがしっかりやっている。こうい

うことを踏まえて、我が国としても、海賊対策について連携することを議論すべきではな

いか。マ・シ海峡については大変運航の難しい海峡であり、運航する立場からすると、安

全対策をできるだけ早くやってほしい。分離通航帯において速度を落として航行すると、

海賊が乗ってくるなどの問題があるというご指摘をいただいております。 

 最後が、地球規模での安全・環境問題への取り組みということで、技術面での今後のあ

り方についてご議論いただきました。そこでは、ＩＭＯにおいて、世界的なスタンダード

を我が国がリーダーシップをとるということについてでございますけれども、こういうも

のはＥＵが大変得意とすることなので、我が国がリーダーシップをとっていくのは大変な

努力が要るだろうというようなことをご指摘いただいております。 

 以上が、前回の委員会でのご議論でございました。 

 続きまして、３ページ目でございます。委員の中のご指摘にありました競争法の域外適

用について、事務局のほうで若干まとめさせていただいたので、資料を付けさせていただ

いております。 

 競争法の域外適用については、効果主義、または効果理論というふうに呼ばれておりま

す。上にございますように、外国で行われる行為について自国市場に効果を及ぼすことを

意図し、かつ効果が及ぶ場合に自国競争法が適用されるという効果理論が、国際公法上の

管轄権原則としてほぼ確立している。ＥＣでも、１９８８年にウッドパルプ事件判決で、
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反競争的行為が共同体市場で実行される場合に、その域外管轄権が行使されるという実行

理論を採用というのが今の通説のようになっているようでございます。 

 下のほうに、米国とＥＣについてそれぞれ事例を書かせていただいております。特に下

段のＥＣの部分、ウッドパルプ事件でございますけれども、これにつきましては、「同判決

は」ということで、②のところでございますが、ＥＣ域外で締結された協定等について、

その対象商品がＥＣ域内で販売された場合に、ＥＣ競争法の管轄権が及ぶことを明らかに

したというような判例が出てございます。この点などが海運に関係するのではないかとい

うことで、今回ご披露させていただいております。 

 続きまして４ページ目、これは表でございますので、主な点だけご説明させていただき

ます。寡占化と言うにはちょっと言葉が過ぎますけれども、巨大船主、船主の巨大化が進

むということでございまして、従来８％とか１０％程度でありましたマースクにつきまし

て、ＥＵの独禁法の適用除外の廃止が提案されて以降、ネドロイドなどとの買収を重ね、

今１位に躍り出ております。そのシェアは、コンテナの市場の１７％を占めているという

ことでございます。その他２位のスイス、３位のフランス、オーストラリア等、欧州系の

船社３社で世界の船腹量の約３５％を占めているということでございます。こういう動き

というのがＥＵにおける独禁法の適用除外制度の提案とリンクしているのではないだろう

かということについて、事実関係のみでございますけれども、ご披露させていただいてお

ります。 

 なお、日本船社につきましては、１０位、１２位、１３位とほぼ３％ずつで、邦船社３

社で世界の船腹量の９％というシェアになっているということをご披露させていただいて

おります。 

 続きまして５ページ目でございます。こちらは、日本海事センターのほうで独禁法につ

いての勉強をしていただいておるところでございますけれども、そこで定量的な分析の一

部として行われているものをご紹介させていただきます。左側の折れ線グラフでございま

す。それぞれの北米航路の運賃、欧州航路の運賃、その他定期航路の運賃、それから、不

定期の定期用船料指数というものを平均的にとりましてグラフ化したものでございます。

黒い「▲」のものがその他の航路運賃ということで、同盟のない運賃でございます。上の

北米、欧州についてはそれぞれ同盟があるということで、それぞれの変動をグラフにした

ものでございます。若干の傾向といたしましては、やはり同盟のない「▲」のものの変動

幅が大きいということが言えるのではないかということでございます。その変動指数等は
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右にありますとおり、若干でございますが、数値でも確認できるところでございます。 

 続きまして６ページでございます。これが、先ほどその他の航路ということでご紹介さ

せていただきました同盟のない航路でございます、日中航路の最近の運賃の状況を示した

グラフでございます。左側の折れ線グラフが２００５年９月から２００７年８月までほぼ

２年間のグラフを表にさせていただいております。このように大変需要の高いところにつ

きましては、一気に３倍まではね上がって、一気に３分の１に落ちるということで、いわ

ゆる乱高下と言われているものが起こっていることを示してございます。また、参考に下

についています棒グラフになっておりますのは、サーチャージとして中国のほうに届け出

ている運賃でございまして、その折れ線グラフがサーチャージの下にまでもぐり込むぐら

い下がっているということで、いわゆる乱高下、またはマイナス運賃などと呼ばれている

ものを示すグラフでございます。 

 続きまして７ページ目、８ページ目でございます。この辺につきまして、海運の同盟を

語る上で、ご指摘がありましたように、エネルギーの安全保障であったり、食料の安全保

障という関連がございます。我が国と他の国の貿易特性を見た場合の違いを、事実関係だ

けでございますけれども、まとめさせていただいております。ご承知のように、日本につ

きましては、資源エネルギーが輸入の７３％を占める。それから、一次エネルギーの自給

率が１６％で、先進国の中で最低水準、食料自給率も４０％ということで、こういう中で

外航海運は重要な位置づけを占めているということで、まさに国民生活にとって安定輸送

の確保が重要課題である国であると言えると思います。 

 続きまして下の段、ＥＵでございます。天然ガス消費量の４６％、石油の２１％は域内

で調達しております。またはロシアから輸入される天然ガスの８０％、消費量の２４％に

当たりますけれども、これはパイプラインで輸入。それから、食料の自給も８１％、それ

から、ＥＵ域内の取引が全体の貿易の６５％を占めておりまして、基本的には域内での市

場で十分生活していけるという貿易体制なのではないかということでございます。ＥＵは

単一市場化を目指しておりまして、ＥＵ全体の競争力強化というのが現在のＥＵの目的に

なってございます。そういう意味で、域内の近海海運にもＥＵは大変強い関心を示してい

るところでございます。 

 先ほどご覧いただいたように、外航海運業界は、現在、合併によりまして巨大化が進ん

でおります。またトン数税制などの競争力向上策も進められております。従来の同盟とい

う形式ではなくて、単体で大きなシェアを持つことにより市場支配力を強めている現状を
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ご紹介させていただきます。 

 めくっていただきまして、最後８ページでございます。それでは、アメリカにとっての

海運というのはどういう位置づけなのかということを、貿易の特性から、データだけでご

ざいますけれども、示せるものを示してございます。一次エネルギーの自給率は７２％と

いうことで大変高うございます。食料は１２８％ということで輸出国になってございます。

ＮＡＦＴＡでの取引が全体の３１％、アジアが２９％ということでございます。国内消費

財については自給率が高いということでございます。 

 海運の位置づけでございますが、ご承知のとおり、ジョーンズ・アクトなどでカボター

ジュを徹底的に守っています。または海軍予備船隊を確保するということから、造船も含

めて、輸送力と船乗りを国内輸送の最低限必要な範囲で確保するという政策です。そうい

う意味では、外航海運で勝負する気というのがなく、現在、米国船社は衰退しているとい

う現状でございます。基本的には、そういう意味では荷主国で、かつ輸入国ということで

ございます。そういう中で、海運法では、コンフィデンシャルなサービス／コントラクト

やインディペンデント／アクションなどを義務づけて、一定の政府の監視下で利用者に有

利になる自由競争を推進しているという状況でございます。こういうことを踏まえて、独

禁当局のほうからは適用除外を廃止すべきという議論が出ておりますが、ホワイトハウス

や議会のほうでは判断がまだできていないという状況でございます。 

 最後にオーストラリアでございます。これは、エネルギー自給率２２５％、食料自給率

２３７％ということで完全な輸出国でございます。こういう国にありまして海運はどうい

う位置づけかと申しますと、まさに輸出するときに安定的に製品を輸出してもらうための

手段ということでございます。そういう意味で、定期船サービスは自国では持たずに、ほ

ぼ外国船社に依存しているということで、そういう中で彼らは、独禁法の適用除外という

のを今回認めるという決断をしたということでございます。 

 以上が、前回の議論を踏まえまして、事務局のほうで事実関係等をまとめさせていただ

いたものでございます。以上でございます。 

【部会長】  大変ありがとうございました。 

 それでは、今説明いただきました内容について、さらにご質問、あるいはご意見等を伺

いたいと思います。何かございましたら。 

 南部委員、どうぞ。 

【委員】  最初のほうの適用除外の問題につきまして、直接、公取から私のほうに質問
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がありましたので、そういう疑問なり、懸念なりをはっきり払拭したほうがいいと思いま

すので、ちょっとお時間をいただきまして、もう一回説明させていただきたいと思います。 

 まず第一に、少なくとも経済学の教科書などで言っております適用除外が認められるべ

き理由として挙げられておりますのは、一言で規模の経済というふうに言うわけなんです

けれども、実は規模の経済というのは非常に言葉が紛らわしいので、もう少し正確に申し

上げておきたいと思います。 

 １つの表現の仕方としましては、経済学で言う長期なんですけれども、長期の平均費用

が逓減、需要の範囲内で逓減し続けているという条件、あるいは、もっと厳密に言います

と劣加法性と申しまして、これは数学の言葉なんですけれども、「劣」というのは劣るとい

う字で、それから、「加法」というのは足すという意味の加法でございますが、劣加法性が

あると、こういう性格を持ったものが、いわゆる経済的な資源配分からいって独占にした

ほうが望ましいと言われているもので、ここで適用除外が認められるわけでございます。

ですから、そういう経済学的な概念で適用除外が認められる、あるいは、地域独占が認め

られておりますのは非常に限られていて、ここに例に挙っている電力とか通信に限られる

ということでございます。 

 私は、海運の場合は、やはり今申し上げましたような劣加法性とか、長期の平均費用が

逓減し続けるというふうなのには当たらないんじゃないかと思います。なぜかといいます

と、結局、輸送の形態というのは、一個一個の船があって、その船が、しかも汽車のよう

にレールというのがあって走るわけではなくて、海の上を移動するということであります

から、一個一個の船というのは、容器といいますか、ベッセルに当たるんだろうと思うん

ですけど、そういうベッセルの大きさを幾らでも大きくしていいというわけではなくて、

当然、ある大きさよりは大きくならないということになりますと、やはり通信とか電力の

ようなタイプの独占性というのではないんだろうと思います。 

 しかし、それだからといって適用除外の性格を持たないということにはならないわけで

す。通信の場合、あるいは電力の場合と違いまして、船の場合には、規模の経済ではなく

て、スケールメリットというんでしょうか、そういうものが間違いなく存在している。そ

れはなぜかといえば、固定費が非常に大きいために、よりたくさんの物を運んだほうがコ

ストが安くなるというスケールメリットが存在するわけであります。そうすると、その場

合には、別の言葉で言えば平均費用と限界費用、このときに経済では区別いたしますけれ

ども、短期の平均費用、短期の限界費用の関係として、限界費用が平均費用よりも小さく
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なる。このために、競争がもし実現してしまうと、価格は限界費用に張りつくわけでござ

いますから、破滅的競争が起こるというふうなことが言われているわけであります。 

 恐縮ですけど、より厳密な説明は私の書いた本でもありますから、教科書として出版さ

れておりますので、そこをよく見ていただければと思います。 

 いずれにしましても、ここで実は議論が大きく分かれるというか、はっきりさせておき

たいと思いますのは、装置産業と呼ばれているものは、どれも平均費用は限界費用、ある

いは、間接費が直接費よりもはるかに大きいわけです。ですから、そういうふうな意味で

言いますと、競争が起これば、ときには価格が限界費用に等しくなってしまって、破滅的

競争、あるいは、倒産が起こるというのは避けられないわけですね。問題は倒産が起こっ

て何が悪いのかという問題を考えなきゃいけないわけで、例えばちょっとわかりやすい例

を申し上げますと、旅館とかボーリング場というのはまさにこれに当たります。こういう

ところで、ある狭い地域にボーリング場とか旅館が集まって、激しい価格競争があります

と、結局どの旅館もお互いに赤字でつぶれてしまうというふうなことが起こり得るわけで

すが、産業政策といいますか、産業組織の観点からいえば、それはそういうふうにすれば

いいというだけのことでありまして、なったらなったで、みんなつぶれて、また新しいの

が何らかの形で再生されればいいわけで、つぶれることには何の問題もないわけでござい

ますから、政策的介入が必要だということにはならないわけです。 

 ところが、今回の海運と申しますか、特にエネルギーとか食料というようなものを運ん

でいるこの産業について同じことが起こって、それじゃ、みんなつぶれてしまいなさい、

それでいいということになるかというと、言うまでもなく、そうはならないわけでござい

ますね。つまり、この産業については、やはり運び手であります海運の経済的な、経済で

よく使う言葉で言えばサステナビリティーと申しますが、その産業を維持可能にしていく

ような条件がないと、一たん、例えば破滅的競争で日本の船籍の船がみんななくなってし

まったときに、海外の船を持ってきて調達できるか、できるわけがないわけでございます

し、それから、安全保障の観点からいいましても、やはりそれは非常に大きな問題だと私

は思います。 

 ですから、おそらく適用除外という言葉と独禁法の関係で言いますと、私は、最初に挙

げたような電力とか通信とは違った意味で適用除外というのが入ってきているのではない

かと。法律家ではないのでそこはちょっとわかりませんが、経済学者から見ればそんなふ

うになるかと思います。 
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 それからもう一つ、私は自分でしゃべりながら何か変というか、ここがもしアメリカで

あれば、実はこんなことを言う必要はないと思うんですね。つまり、安全保障とか、そう

いうふうな大きな問題がある場合に、競争政策と抵触するときは、アメリカなら必ず国防

省がそこに出てきて、そして国防の観点から意見を述べるというふうになっているわけで、

例えば私がずっとやっております通信などの世界では、全然、競争政策上問題ない合併な

どについて、国防省が介入するということがしばしばございます。ですから、日本もそう

いう国防省のようなものがあって、中央が戦略的に行動するのであれば、それはそこに任

せればいいことだと思うんですけれども、残念ながら、私はないように思えるわけですね。

そうすると、やはりこの問題は、国交省のこういうところで議論しておかないと日本の現

状ではいけないのではないかと、そういうふうに思いまして発言させていただきました。

すみません、長くなりました。 

【部会長】  どうもありがとうございました。 

 この機会ですから、何かご質問が南部先生にあれば出していただいて、よろしゅうござ

いますか。 

 それでは、ほかにどうぞ、ご自由にご発言ください。 

 特段よろしゅうございますか。 

 それでは、前回の１ページ目の一番下のところ、今のような自然独占論とか、地域独占

とか、そういう議論に基づく議論というのは前からずっと続いていて、多少その立場が違

うと、議論が水かけ論的に続いているという実態もあります。そういう中で、やはり公取

のような立場からの主張というのもずっと続いているわけですので、一番下のこの意見に

ついては、今後もぜひ心にかけていただいて、検討を事務局のほうでも進めていただけれ

ばというふうに思います。 

 ほかに、もしよろしければ、これはこれで前回の議論のまとめとして、きょうの議論に

移らせていただきたいと思いますけれども、よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、議題の２番目、安定的な国際海上輸送の確保のための海事政策のあり方につ

いて（答申素案）に移りたいと思います。 

 それでは、事務局よりご説明をお願いいたします。 

【事務局】  安定的な国際海上輸送の確保のための海事政策のあり方についての答申素

案についてご議論いただくべく、まず、事務局から素案を読み上げさせていただきたいと

思います。今回提示させていただいているものはあくまで素案でございまして、後ほど活
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発なご議論をいただければ大変ありがたいと存じます。なお、事前にお送りしておりまし

た素案文から、第２章及び第３章の部分につきましては、表現ぶり等の編集上の修正を行

っておりますので、あらかじめご了承願います。 

 それでは、読み上げさせていただきます。 

 まず、第１章は、中間とりまとめをほぼ踏襲しておりまして、変更点、追加部分のみを

ご紹介させていただきたいと思います。１３ページでございます。具体的な施策のあり方

として、トン数標準税制の導入について触れている部分でございます。その中の下線を引

いてございます部分が追加している部分でございます。読み上げさせていただきます。 

 さらに、外航海運市場は、海運自由の原則に則り、政府による競争歪曲的な支援措置等

を抑制しており、ＯＥＣＤ自由化規約においては、自国籍船舶の優遇を定める法令、取決

め等を禁止しているが、例えば自国籍船に対象を限定した補助金等の支援措置は、競争歪

曲的な措置であるというみなされるおそれがあるところ、トン数標準税制については、Ｅ

Ｕにおける「海運に対する国家助成ガイドライン」の範囲内であれば、競争歪曲的ではな

いと取り扱われている。このため、同税制は、日本籍船・日本人船員の計画的増加という

我が国が直面する喫緊の課題に取り組む上で有効な方策となり得る唯一の政策手段である

と考えられる。 

 この部分を追加してございます。 

 続きまして、飛ばさせていただきまして１８ページをお開きいただきたいと思います。

第２章、ここからは今回ご審議をいただいている部分でございます。 

 第２章 競争環境の整備 

 １．秩序ある競争の確保～今後の独占禁止法適用除外のあり方についての検討の視点～ 

 （１）外航海運分野における独占禁止法適用除外の概況 

 ①海運同盟とコンテナ化の進展による支配力の低下 

 １９世紀以降、定期船分野における外航海運については、海運同盟等によるカルテルが

締結され、独占禁止法や競争法の適用除外が国際慣行となってきた。我が国においても、

１９４９年に制定された海上運送法第２８条に独占禁止法適用除外規定が設けられ、国際

慣行に従い、国際調和が図られてきた。 

 その後のコンテナ化の進展により同盟外船社が増大した結果、海運同盟の運賃支配力は

徐々に低下した。また、米国における、新しい海運関係法令の導入により、船社に対する

同盟の拘束力は失われ、海運同盟は弱体化した。これに対応し、同盟外船社との協調を図
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るため、航路の需給動向を協議したり、運賃等のガイドラインを取り決める航路安定化協

定が結成されるにいたった。 

 現在、船社間協定は多岐にわたるが、共同運賃を設定する海運同盟、盟外船も含めた航

路安定化協定、共同配船を基礎として共同航路運営を行うコンソーシアムの３つに大別す

ることができる。その性格や機能は大きく異なる。（別添参照）といたしまして、後ろから

２枚目のところに、別添といたしまして、船社間協定の現況を類型ごとにまとめた表をお

付けしてございます。 

 １８ページに戻ります。 

 ②適用除外制度をめぐる最近の動き 

 我が国では、１９９２年１２月以降の適用除外制度見直しの中で、外航海運分野におい

ても検討が行われたが、外航海運の特殊性を踏まえ、船社間協定は必要であるとの結論づ

けがなされ、１９９９年の海上運送法の改正において、独占禁止法の適用除外制度は維持

された。 

 また、公正取引委員会は、欧州委員会が適用除外制度の廃止の検討を開始したことを受

けて、経済取引局長の私的研究会である「政府規制等と競争政策に関する研究会」を立ち

上げ、２００６年１２月に、「１９９９年の見直しの際に適用除外が維持された理由は今日

では成立していないと考える。」、「同制度の要否については、国土交通省での検討と判断が

必要である。」との報告を行った。 

 諸外国に目を転じると、ＥＵでは、２００６年９月に、欧州閣僚理事会が海運同盟に対

する競争法の一括適用除外規則（理事会規則４０５６／８６）の廃止を決定し、２００８

年１０月から定期船分野にも同法が適用されることとなった。この他、米、インドでは競

争法の適用除外制度の見直しの動きがある。一方、豪州は同制度の維持を決定した他、シ

ンガポールにおいては新たに適用除外制度を導入するといった動きが見られる。 

 （２）外航海運の特性と独占禁止法適用除外制度の意義 

 外航海運分野においては、大航海時代以降現在に至るまで、政府介入を極力抑えるとい

う「海運自由の原則」の下、世界単一市場での自由競争の歴史の中で海運同盟は誕生し、

現在まで１３０年間にわたりその存在（独占禁止法の適用除外）が認められてきた。その

背景となる外航海運分野の主な特性としては、以下が考えられる。 

 ①世界単一市場とサービスの均一性による高い国際競争（熾烈な競争環境） 

 外航海運は、海運自由の原則に基づき、その自由化政策が推進された結果、他産業に比
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べ、高度の自由化が実現した世界単一市場となっている。更に、提供されるサービスが「輸

送」という単一の品物で均一的であり、サービス供給手段である船舶が高い移動性を有す

ことから、長期的に見れば、サービス供給に関し地理的制約を受けず、世界中どこでも仕

様変更なしに供給できることなどにより、市場参入が容易であり、激しい国際競争が行わ

れている。このため、破滅的な競争が行われ、運航頻度の低下や運賃の乱高下などにより、

安定的なサービスが損なわれやすい傾向にある。 

 ②サービス供給量の調整に時間がかかり、供給過剰になる傾向（不安定な市況） 

 船舶の建造には一定期間を要することから、新船導入の必要性が生じ、発注された時点

から実際に船舶が航路に投入されるまでの間に荷動きの状況が大きく変化する可能性が高

い。新船投入を決定する際、将来の需要予測に加え、資産としての船舶の価値予測や企業

のキャッシュフローなども考慮されることから、新船が投入された時点では、投入を決定

した時点に予測していた需給関係と異なる結果となることが多く、海運市況が低迷してい

た場合、船腹過剰に一層の拍車をかける結果となる。 

 また、船舶は高額な投資資産であり、一旦建造されれば市場から退出することは難しく、

サービス供給量は、短期的には下方硬直的とならざるを得ない。このことも、船腹過剰を

もたらし、運賃の乱高下を招く構造の一因となっている。 

 ③巨額投資が必要であり、他社との連携の必要性が極めて高い（アライアンスの必要性） 

 世界経済の相互依存関係の増大、生産、流通、消費の連鎖の有機的連携の強まりを受け

て、外航海運は極めて広範囲にわたる高度なサービスの提供を要請されている。 

 このため、開設する航路について相当数の寄港地を確保するとともに、ウイークリーサ

ービスに代表される高い運航頻度を実現し、航海日数を短縮するために必要な大型、高速

の船舶が大量に必要となるが、そのためには、船社間のアライアンス等を通じ、貨物スペ

ースを相互に融通する等配船の効率化など様々な事業の合理化・効率化を進めることが求

められる。 

 また、世界各地を結び高度なサービスを安定的に提供するためには、世界各地にコンテ

ナターミナルなどのインフラ設備を整備し、広範なエリアをカバーするネットワークを構

築する必要があり、船社間のアライアンス等を通じ、共同で投資が行われている。 

 ④国際的な制度の整合性が必要 

 外航海運は、国際的な事業活動を行う分野であることから、各国の外航海運産業に対す

る関与のあり方に差異が存在する場合、船社が円滑な輸送サービスを提供する上で大きな
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支障が発生することが予想される。このため、事業活動が一国の領域内に完結する産業と

比べて、外航海運分野においては、事業規制における枠組みの統一化が強く要請されてい

る。 

 （３）我が国における現行制度の運用（利用者（荷主）保護を視野に入れた運用） 

 ①国土交通省と公正取引委員会による二重のチェックにより利用者保護 

 我が国においては、外航海運における船社間協定は、海上運送法に基づき国土交通省へ

の事前届け出を行うことにより独占禁止法の適用除外を受けることとなっている。国土交

通省は、荷主の利益を確保する観点から、個々の届け出事案が、①利用者の利益を不当に

害さないこと、②不当に差別的でないこと、③加入及び脱退を不当に制限しないこと、④

協定の目的に照らして必要最小限であること、という４つの要件に適合するかを審査し、

必要な場合には変更・禁止命令を出すこととなっている。 

 さらに、国土交通省に届出されたすべての協定は公正取引委員会に通知され、同委員会

が上記の４つの要件に適合しないと認める場合には、国土交通大臣に対して措置請求を行

うことができる制度が設けられている。これにより、個々の協定の妥当性について、国土

交通省のみならず公正取引委員会も関与して二重に審査する体制が整えられ、利用者の利

益が不当に害されることのないよう制度的に担保されている。 

 ②船社と利用者（荷主）との協議メカニズム 

 我が国では、船社と利用者（荷主）の協議メカニズムが定着しており、協定の設定・変

更に当たって継続的な対話が行われている。また、国土交通省は、協定の行為に関して利

用者（荷主）から疑義、指摘等を受けた場合には、必要に応じ、当該船社等に当事者間の

対話を促すべく指導・助言を行っている。このような行政監視の下、荷主と船社が自律的

に対話を行うという協議メカニズムは日本独特の慣行であるが、これによりいくつかのサ

ーチャージの導入が見送られるなど、利用者の利益を害さない形でのカルテルの運用が行

われている。 

 以上のような制度的担保や船社と荷主との継続的な協議により、カルテルに関する利用

者の立場は十分に保護されており、現在のところ、利用者からの大きな不満は見られない。 

 （４）主要国における競争法等に係る動き 

 ①ＥＵ－日本発着のコンテナ貨物に占める日ＥＵ間のシェア：１２％ 

 競争法の適用除外が２００８年１０月廃止されることに伴い、その運用に係るガイドラ

イン案が公表されたが、表現があいまいで違法の範囲が不明確なため、具体的運用は欧州
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委員会において個別に判断されることとなる。このため、船社の行動が必要以上に制約さ

れ、市場が不安定になることが懸念される。また、コンソーシアム協定については、２０

１０年までは容認されているが、その後の対応は明らかにされていない。 

 ②米国－日本発着のコンテナ貨物に占める日米間のシェア：１６％ 

 ２００７年４月に米国独禁法改革委員会（ＡＭＣ）が反トラスト法適用除外制度を原則

認めるべきでないという報告書をとりまとめたものの、ＥＵの競争法包括適用除外制度廃

止による影響やＭ＆Ａによる外航海運会社の巨大化に対する懸念などから、最終判断は行

われていない。 

 ③中国－日本発着のコンテナ貨物に占める日中間のシェア：３５％ 

 独占禁止法が２００８年８月から施行されるが、船社間協定の扱いは不明である。現在、

４０社近くが参入・撤退を繰り返す激しい競争が行われ、マイナス運賃や大きな運賃変動

が生じるなど大変不安定な市場となっており、一部荷主からは安定性を望む声が上がって

いる。 

 ④豪州－日本発着のコンテナ貨物に占める日豪間のシェア：３％ 

 競争法の見直しが行われた結果、２００６年８月、適用除外制度を維持することを決定

した。 

 （５）今後の検討の視点 

 独占禁止法の適用除外制度の今後のあり方については、関係者の意見等を踏まえつつ、

さらに専門的な検討を行う必要がある。今後の検討の視点としては、以下が考えられる。 

 ①各国の動きと我が国に与える影響 

 まずは、２００８年１０月以降にＥＵ競争法の適用を受けることによって、我が国の海

上輸送の環境にどのような影響をもたらすのか。特に、船社間の情報交換について、２０

０７年１０月にＥＵ当局から出されたガイドライン案ではどこまでが許容されるかが明ら

かでなく、ＥＵ当局の判断に委ねられていることから、現在船社間で行われている情報交

換のどの部分がどの程度制限されるのかが不明である。このため、船社は不必要な範囲ま

で行動が抑制される恐れがある。 

 ＥＵ競争法の適用範囲については、例えば、日本－中東間のカルテルが日本－ＥＵ間に

影響を与える場合、当該カルテルが効果主義に基づいて、ＥＵ競争法の適用を受けるかど

うかなどが重要な点となる。また、２０１０年までは容認されているコンソーシアムへの

対応方針も、我が国外航海運に大きな影響を与える問題である。 
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 加えて、その他の国において独占禁止法適用除外制度を維持するか否かにつき様々な動

きがあり、これら諸外国の動向によって我が国外航海運を取り巻く環境は大きく変化する。

このため、ＥＵのみならず、米国やアジアの主要国の政策の動向が、我が国制度のあり方

に影響を与える可能性に十分な配慮を行う必要がある。 

 ②市場の変化、船主の巨大化の進展など 

 ＥＵにおいては、競争法の適用除外の廃止が提案された２００４年以降、Ｍ＆Ａが加速

し、マースクライン社（デンマーク）がコンテナ船分野における世界市場の約１７％を占

め、その他Ｍ.Ｓ.Ｃ.社（スイス）やＣＭＡ ＣＧＭ社（フランス）など欧州系の船社だけ

で世界市場の約３５％を支配するまでにいたっている。同盟や協議協定がなくなることに

よる市場支配力の低下を懸念し、Ｍ＆Ａを加速したものと考えられることから、今後もこ

の傾向が続くのか、寡占化が進んだ場合に運賃の高止まりなどが起こるのか、わが国への

母船の寄港減少によるサービス低下が起こるのか、ＥＵ当局がどこまでＭ＆Ａを認めるの

か、介入する意思があるのか、また、我が国船社がその流れにどのように対応するのかな

どの諸点が重要である。 

 ③船社間協定（独禁法の適用除外）は安定的なサービス提供のために機能しているか。 

 同盟や協議協定は、船社間の破滅的な競争を防止し、運賃の乱高下を抑制するとともに

安定的なサービスの提供を維持することに貢献してきたと考えられる。同盟タリフの拘束

力が弱まっている現在においても、運賃等の目安となるガイドラインを設定することで、

船社と荷主との間の運賃交渉において両者にとっての「ベンチマーク」として機能し、運

賃の安定化に寄与していると考えられている。現在においても、船社間協定が安定的なサ

ービスの維持のために機能し、国民経済に役立っているかどうかが重要となる。 

 ④我が国経済に与える影響 

 資源小国であり、国際貨物輸送における海運の分担率が重量ベースで９９.７％と貿易物

資輸送の大部分を海運に依存している我が国にとって、本邦外航海運事業者の存在は、我

が国荷主や国民経済全体からも重要であると考える。 

 同盟・協議協定がなくなることにより寡占化が進み、外船社への依存度が高まると、日

本関係航路の収支が他の航路に比べて悪化した場合などにおいて、直行便の減少や抜港な

どが行われることが懸念されている。その結果、外地での積替え、フィーダー輸送等を利

用することによる輸送コストの増加やカーゴダメージの増大が生じ、ジャスト・イン・タ

イム・サービスを損ね、商品価格を上昇させることにより、我が国製造業や国民経済全体
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にも大きな影響を与えることが考えられる。 

 ここまでが独禁法関係の記述でございます。 

 ２．自由かつ公正な国際海運市場の形成 

 （１）国際的な規律策定の必要性 

 日本や欧州といった海運国は、「海運自由」の原則の下、国際海運市場が自由かつ公正で

あるべきとの海運政策をとってきているが、開発途上国を中心とした国々は、自国の海運

産業育成の観点から保護主義的な政策をとっており、外国の外航海運事業者の活動を制限

するような規制を有している。具体的には、外国の海運事業者が自国に海運代理店等を設

置する際の外資規制や政府貨物の海上輸送を自国船籍に限定する貨物留保措置などが存在

する。また、一部の先進国では、自国に不利益な活動を行っている国に対して、一方的に

対抗的制裁を課すといった差別的な制度を有している。 

 こうした国々の海運政策は、自由かつ公正な国際海運市場を目指す上での阻害要因とな

っており、改善に向けた国際的な働きかけを早急に進めていく必要がある。 

 また、各国の規制等が撤廃され国際海運活動に係る自由化の水準が向上したとしても、

各国の独自の判断で一旦向上した自由化の水準が後退するようでは、安定的な国際海上輸

送の確保は困難となる。市場の安定化を図るためにも、国際的な規律の策定により、各国

が約束した自由化の水準を法的に担保する必要がある。 

 （２）国際的な規律策定のための取り組みの現状 

 ①多国間の取り組み（世界貿易機関（ＷＴＯ）） 

 最恵国待遇（ＭＦＮ）や紛争処理手続きなどのＧＡＴＳの規定は、すべての加盟国に一

様に適用されるため、貨物留保政策や一方的制裁措置など差別的な制度が多く存在する外

航海運分野が、より自由で公正な国際市場を目指す上で極めて有効である。 

 このような認識の下、ウルグアイラウンドにおいては、海運分野はサービス１２分野の

一つとして位置づけられ、日本を始めとする海運国が中心となり、積極的な交渉が進めら

れたが、米国が各国の自由化約束が不十分であるとして、自らの自由化約束を拒んだこと

から、海運分野は交渉の妥結していない唯一の分野となっている。 

 現在、新たな多角的貿易交渉（ドーハラウンド）が開始され、海運分野もサービスの一

分野として交渉が再開された。当初は２００４年末を終結期限としていたが、農業交渉等

の不調により期限が延長されており、現在も交渉を継続中である。 

 ②二国間及び地域間の取り組み 
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 近年、ＷＴＯの多角的自由貿易体制を補完する取り組みとして、経済連携協定（ＥＰＡ）

や自由貿易協定（ＦＴＡ）といった二国間や地域間の協定を締結する動きが世界的に活発

となっている。我が国においては、特に経済的な結びつきが強く今後の経済発展が見込ま

れる東アジア諸国との間でＥＰＡ／ＦＴＡ交渉を積極的に推進している。 

 外航海運においても、東アジア地域は、荷動きが最大であり、今後も増大が見込まれる

ため、積極的な事業展開が行われているところであるが、海運代理店業の現地法人設置に

かかる外資規制のほか、自国船籍への貨物留保等、邦船社が事業を展開する上での障壁が

数多く存在している。こうした障壁の撤廃・緩和に向けて、東アジア諸国とのＥＰＡ／Ｆ

ＴＡ交渉に外航海運分野も積極的に参画しているところである。これまでにシンガポール、

フィリピン、タイ、ブルネイ等８カ国との間で交渉を終了し、フィリピンにおける海運代

理店業にかかる外資規制が完全に撤廃され、ブルネイにおいてはＬＮＧを含む外航貨物輸

送について自由化約束を獲得する等、一定の成果を得てきている。 

 （３）方向性及び具体的施策 

 適正な競争環境の整備を図るために、ＷＴＯによる多国間の枠組みと、ＥＰＡやＦＴＡ

による二国間や地域間の枠組みの両者を同時に最大限活用し、海運市場のさらなる自由化

と国際的な規律の確立を推進すべきである。 

 ①多国間レベル（ＷＴＯ）での今後の取り組み 

 ドーハラウンドにおいて海運分野の交渉を妥結させ、最恵国待遇（ＭＦＮ）を発効させ

るとともに、各国が高い水準の自由化約束を行うことを目指すべきである。そのためには、

海運自由化に消極的な姿勢を示している米国に対して、引き続き自由化約束を求めていく

必要がある。しかしながら、ウルグアイラウンド時と同様に米国が一切の約束を行わない

可能性があることから、我が国は自らが高い自由化約束を維持することにより、米国に対

して圧力を加えるとともに、他の国々に対しても自由化水準の引き上げを促していくべき

である。また、交渉においては、我が国と基本的方向を一にするＥＣ及び主要海運先進国

と連携することにより米国の動きを牽制し、交渉全体を主導していく必要がある。なお、

我が国は、海運分野を最重要サービス分野の一つと位置づけており、海運分野複数国間会

合の議長を務めるなど、これまでも主導的な役割を果たしているが、今後もこれを維持す

べきである。 

 ②二国間、地域間レベルでの今後の取り組み（ＥＰＡ・ＦＴＡ） 

 二国間、地域間レベルでは、多国間の枠組みより高いレベルでの自由化約束の獲得を目
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指して、ＥＰＡやＦＴＡにおいて積極的に交渉を行うべきである。特に、貨物留保や海運

代理店に係る外資規制といった事業展開を阻害する障壁が存在するアジア地域におけるＥ

ＰＡ／ＦＴＡの交渉を積極的に推進することにより、我が国海運事業者が同地域において

十分な競争力を持って事業を展開していくための環境整備に努めるべきである。 

 また、東アジア地域においては、中国や韓国、シンガポールといった海運国がＥＰＡ／

ＦＴＡ協定締結を促進し自国の海運事業者の海外展開の円滑化を図っていることから、我

が国としても、邦船社がこれら競合国と不利な条件下での競争を強いられることのないよ

う、交渉を加速化していく必要がある。 

 以上がＷＴＯ関係、これで２章が終わりでございます。 

 次、３章に参ります。 

 第３章 地球規模での安全・環境問題への取り組み 

 １．国際海上輸送にとって重要な航路の安全確保等の推進 

 （１）マラッカ・シンガポール海峡の現況 

 ①マ・シ海峡の重要性及び実態等 

 マラッカ・シンガポール海峡（以下「マ・シ海峡」という。）は、我が国輸入原油の８割

以上が経由して輸送されるなどエネルギー安全保障上極めて重要な海域であり、我が国の

社会経済の維持・発展を確保するために必要な様々な物資の輸送路となっている。また、

最近ではアジア諸国の経済発展に伴い、我が国ばかりでなく様々な国、特に中国、韓国な

ど東アジア諸国にとっても極めて重要な海上輸送路となっている。 

 また、マ・シ海峡は、その通航量がスエズ運河の約４倍、パナマ運河の約１０倍と世界

有数の輻輳海域であるにも関わらず、狭隘な地形、浅瀬や岩礁のほか沈船等が点在してい

ることから航行が困難な状況にある。とりわけ、満載喫水が２０ｍ以上のＶＬＣＣ（載荷

重量２０万トン以上の大型原油タンカー）にとっては、分離通航帯内であっても安全な航

行が保障されているわけではなく、浅瀬等を避けながら慎重に運航する必要がある。 

 仮に船舶事故等によりマ・シ海峡が通航できず、ＶＬＣＣがロンボク海峡を代替航路と

して利用した場合、航行日数が延びること等により、１隻あたり片道で２,５００万円ほど

輸送経費が増大するとの試算もあり、ひとたび事故が起きた場合の影響は甚大である。 

 また、我が国が実施した通航量調査によれば、２０２０年にはマ・シ海峡の通航隻数が

２００４年に比べ１.５倍に増加することが予測され、重要性、事故の危険性ともに今後さ

らに増大することが明らかになった。 



 -19-

 ②国連海洋法条約上の位置づけ及び沿岸国間の関係 

 マ・シ海峡の主要部分は、沿岸国であるインドネシア、マレーシア及びシンガポール（以

下、「沿岸三カ国」という。）の領海であり、同海域における主権行使は沿岸国の権利であ

るが、同時に同海峡は海洋法に関する国際連合条約（国連海洋法条約）の「国際航行に使

用されている海峡」にあたり、継続的かつ迅速な通過においては「通過通航権」として自

由に航行できる権利が利用国に対して保障され、沿岸国は通過通航を妨害・停止してはな

らないなど権限が制限されている。このように、マ・シ海峡においては沿岸国と利用国の

権利が対立する可能性があるため、国連海洋法条約第４３条に規定されている国際海峡に

おける利用国と沿岸国の協力の枠組みが構築されることが強く期待されていた。 

 しかしながら、沿岸三カ国は、歴史的・文化的な背景や経済・社会の発展の状況が大き

く異なり、海峡の利用方法も様々であることから、マ・シ海峡が国際海峡として利用され

ることに対する各沿岸国の考えには少なからず温度差があった。このため、沿岸国間の摩

擦がマ・シ海峡における協力を推進する上で常に懸案となっていた。 

 （２）これまでの我が国の取り組み（民間中心の協力） 

 我が国にとってのマ・シ海峡の重要性から、安全性の向上が強く求められてきたが、財

政上の制約と沿岸国と我が国との微妙な関係から、政府として国際協力に取り組むことに

慎重にならざるを得なかった。このため、１９６８年以降、日本財団をはじめとする関係

民間団体を中心とした資金拠出により設立・運営されているマラッカ海峡協議会を通じて、

航行援助施設の整備などの支援を行ってきた。マ・シ海峡の航行上重要な航路標識５１ヶ

所７０基のうち３１ヶ所４５基の設置・維持管理を同協議会が行ってきたが、これは利用

国としては唯一の支援であり、後述の「航行援助施設基金」の創設にもつながるものとし

て沿岸国をはじめ国際的に高く評価されている。 

 また、同協議会の技術力や実績のみならず、永年にわたる献身的貢献により構築された

沿岸国との信頼関係により、経済・文化的背景が異なる複雑な沿岸国間において、同協議

会が緩衝材的役割を果たしていることにも留意する必要がある。 

 （３）協力枠組み創設に向けた国際的な動き 

 １９９４年に国連海洋法条約の発効後、同海峡の利用国負担に関して議論がなされてき

たが、沿岸国間、沿岸国と利用国間との利害が交錯し、いずれの会議も結論がでなかった。

このような中、米国同時多発テロを契機として、同海峡の航行安全・セキュリティ・環境

保全のための新たな国際協力の枠組み作りに関する国際的議論が一気に進み、２００７年
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９月のシンガポール会議において、世界で初めて沿岸国と利用国の協力の枠組みを具体化

した「協力メカニズム」が創設された。また、我が国を始め米国や中国を含む複数の利用

国が協力メカニズムの下で推進される具体的なプロジェクトに対し支援表明を行った。こ

のような画期的な国際協力枠組みが創設できたのは、我が国が４０年間にわたり同海峡に

おける安全対策を継続してきたことの成果といえる。 

 さらに、同会議において、日本財団が最も重要な協力メカニズムである「航行援助施設

基金」に対する具体的貢献を約束したことは、国際的に大きな評価を受けており、これが

他の民間団体からの貢献を促すことになることが期待されている。 

 （４）今後の課題／施策の方向性 

 ①幅広い利用国からの支援の確保 

 これまでは、利用国として我が国のみがマ・シ海峡における航行安全対策等の支援を実

施してきたが、同海峡を多くの国々が利用している状況に鑑み、今後は「協力メカニズム」

の下で幅広い利用国の参加により、同海峡の安全対策がさらに推進されることが期待され

る。我が国としては、これまで同海峡の安全対策に貢献してきた経験と知見を活用し、よ

り多くの国々に対して同メカニズムへの参加を呼びかけ、今後もより一層のリーダーシッ

プを発揮することが求められる。 

 ②官民一体となった我が国の取り組み 

 我が国は、マ・シ海峡の第一の利用国であることから、安全対策の支援協力において、

今後も国際的に先導的な役割を果たしていくことが必要であり、これまでの貢献で培って

きた沿岸国との信頼関係を基盤として、今後とも複雑な関係国間の利害調整などに積極的

な活動を行うべきである。 

 また、我が国はこれまで民間団体を中心に支援協力を行ってきたが、国際的な「協力メ

カニズム」の下で利用国としての確実な協力が求められることから、今後は政府としても

ＯＤＡの活用も含め積極的な協力を実施することが求められる。 

 また、最大の利用国であり、エネルギー供給の太宗を同海峡に依存している我が国とし

ては、これまで支援を実施してきた民間団体だけでなく、マ・シ海峡の通航によって利益

を享受しているエネルギー関係業界・企業など新たな利用者からの支援が、企業の国際的

な社会貢献（ＣＳＲ）を促す観点からも期待される。 

 ③他の重要な国際航路 

 国際航路の安全を確保することは極めて重要であり、我が国の商船隊が通航している
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マ・シ海峡以外の重要な海上輸送路においても、航行安全対策などの必要が認められる場

合、我が国が国際的にリーダーシップを発揮し、ＩＭＯや関係国との連携を図りながら、

より一層の安全対策の充実を図っていく必要がある。 

 ④海賊事案への対応 

 国際海上輸送における重要な航路の安全確保にあたっては、航行援助施設等の整備によ

る安全確保に加えて、海賊及び海上武装強盗（以下、「海賊等」という。）への対策にも留

意する必要がある。特に我が国商船隊の安全が著しく脅かされているソマリア沖海賊事案

の発生を踏まえ、ＩＭＯや関係機関と連携を図りつつ、航路の安全確保のため官民一体と

なって海賊等対策を推進することが求められる。 

 以上が航路の安全確保の記述でございます。 

 ２．船舶に係る安全・地球環境問題への取り組み～戦略的な国際基準策定と技術開発～ 

 （１）海事分野における安全・環境規制を巡る状況 

 海事分野における安全や環境に関する国際基準は、主に国際海事機関（ＩＭＯ）におい

て作成されているが、ＩＭＯでは、合理的な範囲内で最も高いレベルの基準づくりを目指

しており、従来、産業界への影響や経済性といった視点では概ね中立的な立場で議論が行

われてきた。 

 ところが、１９９９年のエリカ号事故、２００２年のプレスティージ号事故等、相次い

で発生した重油タンカーからの大規模油汚染事故により、海運に対するイメージが悪化し、

船舶の安全基準を強化すべきとの国際世論が急速に高まった。それに伴いＥＵ域内におけ

る規制強化の動きが強まり、世論の後押しもあって、ＥＵ域内の規制をそのまま国際基準

にしようとするＥＣによる動きが活発化している。また、自国海運の利益拡大を図る一部

船主国の発言力が増大し、ＩＭＯ内の議論の行方を左右するまでになっている。さらに、

地球温暖化対策や海洋生態系保護など一般世論の環境問題に対する関心の高まりから、環

境問題がＩＭＯにおける主要議題を占めることが多くなっている。 

 このように、一部地域や国による規制強化に向けた動きが拡大していること、また、地

球規模の環境問題など幅広い問題への対応が増していること等、海事分野における安全・

環境規制を巡る状況は近年大きく変化している。 

 これらの状況変化は、シングルハルタンカーを段階的に市場から淘汰する規制の導入や、

設計技術による差別化を困難とする船体構造基準の策定、造船所における設備増強を余儀

なくさせる塗装基準の導入など、船舶そのものの仕様・設計や運航形態のみならず、我が



 -22-

国の海運・造船業の経営にまで大きな影響を与える技術基準の増加に繋がっている。 

 さらに今後は、船舶からの排気ガス中の窒素酸化物（ＮＯｘ）の大幅削減を目指す２次・

３次規制や、国際海運における地球温暖化対策等の検討が本格的に開始されることが予定

される中、上述のような海事分野における安全・環境規制の議論については、より的確な

対応が必要になっている。 

 （２）戦略的な国際基準策定の必要性及びそのための基本方針 

 これまで我が国は、どちらかと言えば欧米が発案した規制案に対して、国内の海運・造

船業界と協議して、対案を提案するという受動的な対応を行うことが多かった。このため、

不合理な提案があった場合には、その不合理性を証明し、他国を説得することに多くの時

間と労力を費やすこととなり、ともすると国際的に見てあるべき規制の姿を示す十分な提

案を行うことができなかった。今後は、欧米の業界に有利な規制が成立し、規制強化の名

の下に我が国事業者にとって著しく不利な状況となることが懸念されている。 

 国際社会の要請に応えつつ、我が国の国益を保持していくためには、海事産業に対する

安全・環境規制のあり方について明確な戦略を確立し、我が国が先行して積極的に国際基

準を提案していく等、戦略的な国際基準作りを行うことが必要となっている。 

 ①我が国の国際基準策定における方向性 

 今後の規制の構築においては、国際的な問題解決への貢献の拡大を基本とし、我が国海

事産業にとって望ましい国際基準、あるいは我が国海事産業がその特長を生かして国際競

争力を強化できるような国際基準を策定していくことが必要である。 

 我が国は長年にわたり世界有数の海運国であると同時に造船国でもあり、ハード、ソフ

ト両面ともに相当の技術力を蓄積している。それらを活かした技術開発やバランスのとれ

た基準の策定、国際標準化を目指すことが可能である。これは世界の中で他の追随を許さ

ない大きな強みであり、基準策定の議論を進める上で高い技術力を活用した先行的な技術

開発を進めることが必要である。 

 こうした取組を進めていくためには、技術開発政策を転換し、我が国海事産業にとって

望ましい安全・環境規制を可能とするための技術開発に、資源を集中的に投下していくと

ともに、その成果の普及に向けた国際基準戦略と技術者等人材の確保育成に取り組んでい

く必要がある。 

 ②我が国発の国際基準の実現推進のための方策 

 我が国発の国際基準の実現を推進していくためには、技術力を背景とするルール提案力
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の強化はもとより、関係国等との連携強化を図り、国際世論を味方につけ、ＩＭＯ内での

支持を得やすくすることが極めて重要である。このような観点から、主要な海運・造船国

として共通の利益を有するアジア各国の連携の枠組みを構築し意見発信チャンネルを複線

化するとともに、政府及び産業界の双方から国際社会へのロビーイングやキャンペーンを

積極的に推進していく必要がある。 

 （３）特に重点的に取り組むべき安全・環境基準策定及び技術開発課題 

 ①国際海運の地球温暖化対策 

 国際海運に起因するＣＯ２排出量は、世界全体の排出量の約３％を占めると推測されて

いるが、国際海上輸送量がＢＲＩＣｓ等の経済成長に伴い急速に拡大する中、将来的に看

過できない規模に増大していくことは確実である。この国際海運に起因するＣＯ２排出に

ついては、いわゆる「京都議定書」においては国別削減の対象外とされ、ＩＭＯに削減策

の検討が委ねられている。ＩＭＯではその検討を加速しつつあるが、未だ実効性のある枠

組みの提案には至っていない。 

 今後この議論が進んでいく中、個々の船舶からのＣＯ２排出量を、その計画・建造段階

で評価・格付けできるような基礎的な指標が重要な役割を果たすと考えられる。このため、

我が国の船舶、環境技術を活かし、そのような船舶の燃費指標を世界に先駆けて開発し、

その普及、国際基準化を通じて、船舶からのＣＯ２削減に貢献するとともに、我が国の海

事産業の競争力強化を図っていくべきである。 

 ②船舶の排ガス（ＮＯｘ）規制対策 

 船舶エンジンの排ガス（ＮＯｘ）に関する規制については、現在の１次規制から、今後

２次規制、３次規制と順次削減幅を増やしていく予定となっており、２０１５年又は２０

１６年を目途に実施する予定の３次規制については、現行規制値から４０～５０％削減し

た規制値を全海域に適用すべきとする欧州と、８０％削減した規制値を限定した海域に適

用すべきとする日・米との間で意見が対立している。船舶からのＮＯｘ排出による実際の

環境影響は基本的に沿岸域に限定される局地的なものであることから、我が国の主張は合

理的なものであると考えられ、また、我が国においては、ＮＯｘの８０％低減を目標とし

た開発プロジェクトを産学官の共同で既に実施していることを踏まえ、我が国が積極的に

提案することで世界的な環境問題解決に貢献すると同時に、我が国海事産業の競争力強化

を図っていくべきである。 

 ③新しい概念に基づく安全基準の構築 
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 船体折損による大規模油流出事故の影響から、船体強度を長期間に亘って保持するため

の方策として、船体構造の強度を強化する新基準が提案され、新しい概念に基づく安全基

準の検討がＩＭＯにおいて進められている。一方、我が国や北欧諸国は設計の自由度を確

保するため、船舶の安全上のリスク評価に基づく新しい概念の基準を作ることを主張して

いる。 

 我が国は、このような新基準策定に向けた検討に積極的に参加し、安全性能と環境性能

を高度に両立させる基準の確立を図るとともに、我が国の先進的な船舶建造技術を活かし

て安全・環境両面からの要請に応える新世代船舶の開発を進め、我が国海事産業の競争力

強化を図っていくべきである。 

 以上でございます。 

【部会長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、今読み上げていただきました答申素案に関して、幅広くご議論いただければ

というふうに思います。どなたからでも結構ですので、ご発言をお願い申し上げたいと思

います。 

 どうぞ。 

【委員】  海員組合の藤澤の代理で来ております池田でございます。よろしくお願いし

ます。 

 １３ページのトン数税制導入のところの下線部、新たに追記されました部分に関連して

ちょっと意見を述べさせていただきたいと思います。 

 私ども海員組合のほう、先週全国大会がございましたけれども、今回の中間とりまとめ

で行われました日本籍船、日本人船員の確保育成、それの財源となるトン数税制の導入に

ついては、組合としても大いに評価し、推進していただきたいということで、大会でも意

見がまとまっており、むしろ実効性ある諸施策の実現をお願いしたいというふうな立場で

発言させていただきます。 

 今回のまとめのところで、唯一の政策手段としてトン数税制が挙げられておりますけれ

ども、本年６月の中間とりまとめにおいて、結びの部分でも記載されておりますけれども、

国際競争力の確保、それから、船員職業の魅力回復、人材の確保の面からも、トン数税制

が導入されております先進諸外国で行われております船員税制、その他の施策についても、

中間とりまとめでは今後検討すべき課題ということでまとめられております。今回、ここ

では「唯一」となっておりますけれども、最終のとりまとめに当たりましては、中間とり
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まとめの結びの部分を尊重していただいて、それらについて盛り込んでいただくようお願

いいたしておきます。 

 続けてもう一点ございますので、別のところですけど、発言させていただきます。３０

ページの海賊対策、マ・シ海峡の海賊のところ、④海賊事案への対応のところでございま

すけれども、確かに近年、ソマリアで事件が発生しましたけれども、ここの④に至るまで

の前段までに、マ・シ海峡、沿岸三カ国が海賊多発地域であるという表現が出てきており

ません。２００６年の事例でもインドネシアで５０件、バングラは４７件、マ・シ海峡と

は違いますけれども、マレーシアでもソマリアと同じ１０件の、海賊事件が起きておりま

す。ここではソマリアが国名として事例で挙っておりますけれども、マ・シ海峡そのもの

が海賊の多発地域であるという事実について記載していただければというふうに思ってお

ります。よろしくお願いいたします。 

【部会長】  ありがとうございました。 

 今２点、ご意見、ご指摘ございましたけれども、よろしくお願いいたします。 

【海事局長】  今の最初の点の１３ページの「唯一」というところでありますけれども、

ご指摘はごもっともであります。唯一というのはちょっときつ過ぎるかなと。たまたまこ

の表現が、私どもの政府部内の調整の中で、トン数標準税制がいかに有効なものであるか

を強調せんがために少しきつい表現になっていますが、日本籍船、日本人船員の確保策の

いろんな手段があって、その中の有効な手段という感じは確かにいたします。少し考えさ

せてください。 

 それから、もう一つの点のマ・シ海峡は海賊多発地域であるという表現については、た

しか統計的には全世界の３割とか４割、ほとんどマ・シ海峡だと思いますので、そういう

表現を入れるように努力します。 

 以上です。 

【部会長】  それでは、河野委員。 

【委員】  今のマ・シ海峡の点ですけれども、申し訳ないんですが、国際法の場合は、

海賊というのが国連海洋法条約で定義がありまして、おそらくマ・シ海峡の場合には各国

の領海を含む、いわゆる海賊行為ですけれども、国連国際法条約で言うような厳密な意味

での海賊行為ではないので、その意味では、ソマリアの海域についてはちゃんとその点を

考慮しておられるなと、拝見していて思ったんですけれども、３０ページのところで、「海

賊及び海上武装強盗」というふうに書いておられまして、マ・シ海峡の場合には特にこの
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部分ですね、海上武装強盗という表現のほうがより正確であろうと思われる場合のほうが

多いかと思います。ですので、マ・シ海峡に関して、もしそれを書かれるのでしたら、こ

この部分の表現をお使いになるほうがよいかと思います。 

【海事局長】  今おっしゃったようなご指摘を踏まえて、表現ぶりに注意しながら少し

配慮させていただきたいと思います。 

【部会長】  ありがとうございます。 

 先ほどの第１点のほうの「唯一」というのは、私もちょっとおもしろいなと思って見て

いたんですが、新聞の報道等を拝見しますと、今でもまだ税制当局のほうは、なぜトン税

なのかというフレーズがいまだに出てくるというふうに記事で拝見していたものですから、

そうすると、前後関係でいくと、その質問に対する答えがこれであったのか、こういうふ

うに言っても向こうはなぜトン税なのかというふうに聞いてくるのか、その後先がまだ私

には理解できなかったものですから、必ずしもこれが、そういう日頃の税制当局の側から

の質問に対する答え方というわけではないんですね。 

【海事局長】  必ずしもそうじゃありませんが、税務当局の関係、部内の話なんですけ

れども、いろんな政策手段の中で、なぜこれでなければならないのかという説明を依然と

して求められているのは事実でございます。 

【部会長】  ほかにいかがでしょうか。 

 どうぞ、赤塚委員。 

【委員】  トン数税制に関してですが、ページ１３でございまして、下から２行目でご

ざいますけれども、「また、現在の我が国の厳しい財政事情の下、税収減につながるトン数

標準税制の導入」云々とございますが、トン数標準税制は、納める側にとってもあらかじ

め税額が計算できるということは、徴収する側にとっても安定した税額が徴収できると、

あるいは、長期不況下においても税収が期待できるというふうなことで、国家にとっても

メリットがあるんじゃないかと思うんですが、その辺ちょっと触れていただいたほうがい

いんじゃないかという気がしました。 

 それから、もう一件よろしゅうございますか。９ページですが、上から３分の１ぐらい

に「外国人船員を出身国の賃金水準で雇用することや、船舶登録料」云々と「国際船舶制

度が導入された」とございます。一方、１２ページでございますけれども、これは真ん中

よりちょっと下のほうに、「平成８年には国際船舶制度を導入し」とございまして、１２ペ

ージのほうの国際船舶制度は、我が国の制度としてこうしたきちんとした制度があるわけ
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なんですが、９ページの外国における国際船舶制度と混乱するんじゃないかと思いますし、

外国においてこういった形で、国際船舶制度というような形で導入された例があるのかど

うかちょっと私はわかりませんけれども、少しこの辺、９ページの書きぶりを変える必要

があるんじゃないかと思いました。 

 以上でございます。 

【部会長】  ありがとうございます。 

 どうぞ。 

【海事局長】  後のご質問のほうから。誠に言葉遣いについてはよく注意してですね。

９ページに出ておりますのは、間違いなくこれは諸外国、特に欧州地域で９０年代半ばに

続々出された、いわゆる第二船籍制度とか国際船舶制度と呼んでいるものの事例の紹介で

ございます。したがって、そこに対して１２ページは、間違いなく我が国が法律も改正し

まして導入した国際船舶制度でありますので、単語は似ている部分も一部ありますが、混

同しないように表現上注意させていただきたいと思います。 

 それから、１３ページの下の「税収減につながるトン数標準税制の導入」というのは、

これは国家にとってのメリットもあるということでございますが、いわゆる厳しい財政事

情の現状からすると、現在非常に好景気で、外航海運企業の、いわば多額の納税をしてい

る現状と比べると、こういう税を導入したら税収減になるという、この現象についてはそ

のとおりでありますので、この部分は、国家にとってメリットがあると直ちに言うことは

なかなか難しかろう、その税収減というところに彼らは着目して言っておりますので、こ

こは否定はできないだろうと思っております。 

【部会長】  赤塚委員、いかがでしょうか。 

【委員】  結構でございます。 

【部会長】  安定収入であるとはいえ、税収減につながるとか何とかって、そんなこと

ができればということになりますかね。 

【海事局長】  そうなんですけれども、非常に刺激的な……。 

【部会長】  そこはお任せしますので。 

 ほかにいかがでございましょうか。 

 太田委員。 

【委員】  太田でございます。 

 ２章の独禁法のところで、幾つか私にもよくわからないところがありましたので、私が
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わからないとおそらく国民の皆さんはわからないと思うので、４点ほど質問させていただ

きます。 

 まず１点目は、後ろのほうなんですけど、２５ページのところに自由化と規律の確立と

いうのがあって、自由化の内容は必ずしも明確ではなくて、読む人にとっては適用除外を

外すことも自由化じゃないかと読めますので、この自由化と規律の内容をもう少し明確に

されたほうがいいだろうと。ただ、日本海運業にとって、あるいは、日本国民にとって都

合のいい自由化、日本国民にとって都合のいい国際的な規律が必要だというのであれば、

それはそれでいいかなというふうに思います。２節の自由かつ公正な国際海運市場という

ものが少しイメージとしてわかりづらかったです。 

 ２つ目は、１９ページあたりから２３ページあたりまで、いろいろ適用除外制度の意義

について書かれているんですけれども、適用除外を外されたときにどういうことが起こる

かということがわりと詳しく書かれておりまして、一つ一つはそうだろうということはわ

かるのですが、やや時間の流れの概念がわかりづらくて、どうなったらどうなるかという

のを少し整理されたほうがいいかなというふうに思います。例えば１９ページの①のとこ

ろで、破滅的な競争が行われたら、運航頻度が低下し、運賃が乱高下して、安定サービス

が損なわれるというのがあるんですが、その下の②のところで、船腹過剰をもたらすとい

う話がありますね。船腹過剰なのに運航頻度が低下するというのが、時間の流れがおそら

くあるのかなというふうに思います。 

 それから、次のページのところに巨額投資が必要であるという話が出てきますが、船腹

過剰になるほど投資するのに巨額投資というのはどういうことかと。ここも少しわかりづ

らいものですから、時間を追って、破滅的競争が起こって、破滅的競争自体は乱高下だけ

じゃなくて、おそらく低下だけなんだろう、運賃は。その後に寡占化をして、その寡占の

結果がどうなるかという、ちょっと時間の順番があると思いますので、それを丁寧に説明

していただくのがいいかなというふうに思います。 

 それから３番目は、全体のこの委員会での共通の認識ということで必要だと思うんです

が、一番初めのところで南部先生からいろいろご説明いただきましたが、独禁法の適用除

外というものが独占企業の行動に対してかけられているという一般的な経済理論の話と若

干違うと。ここで我々が目指しているのは、独禁法の適用除外が、我が国、邦船社の複数

体制というものに貢献しているだろうという一応認識が共有されているような気がするん

ですね。この適用除外が外されると、１つは、先ほど指摘しませんでしたけれども、２３
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ページの下から５行目のところですが、「同盟・協議協定がなくなることにより寡占化が進

み、外船社への依存度が高まると」というふうに書いてあると、これを見ると、競争する

と邦船社はすぐ負けるというふうに読めなくもないんですね。それは、そういう認識でい

いのかということです。そうなのかもしれないねというふうに思いますので、独禁法の適

用除外制度が我が国邦船社の複数社体制の根幹になっていると、それが秩序ある競争のも

とになっているという認識でいいのかどうか、あるいは、その認識をこの委員会でつくれ

るかどうかということです。 

 それから、実はその後、もしほんとうにそういうことが起こった場合、後どうなるかと

いうことの対処法を考えなきゃいけない話なんですが、２３ページの上のほうで、「ＥＵ当

局がどこまでＭ＆Ａを認めるのか」というのがあります。これは外部の話なのでそれでい

いんですけれども、私が、１つ、公取に聞きたいのは、我が国邦船社のＭ＆Ａをどこまで

認めるのかと。我が国邦船社が、３社が２社になる、２社が１社になるようなことを、日

本の公取は認めるのかということをちょっと聞いてみたいと思っています。 

 もう一つは、日本の独禁法を、例えばマースクがどうも高い運賃をつけていると、我が

国の荷主が泣いていると、そういうときに我が国の独禁法というのは、マースクに対して

かなり我が国の国益を守るようなことができるのかどうか。そういうことを、ちょっと超

長期の話ですが、意識をする必要があるかなというふうに思っております。 

 以上です。 

【部会長】  ありがとうございました。 

 いずれも議論の難しいところだと思いますが、もし何かこれに対してございましたら。 

【海事局長】  私からと、あと、外航課のほうからも付け加えてほしいと思いますが、

最初の２つのおっしゃった自由化と、それからもう一つの規制といいますか、規律の確立

というところは、もう少し言葉遣いをよく注意しないと、自由化というのは何のことなの

か、完全競争を意味するのか、それとも適用除外を認めるのかと、よくわかりにくいとこ

ろはよく注意しなきゃいかんなというふうに認識いたしましたので、考えます。 

 それから、おっしゃるように、このパラグラフごとに若干違う表現が出て、全く違うこ

とを書いてしまったりする、確かにそれはそれぞれの流れの中で違う局面があると思いま

すが、これもよく注意して書くべきだと思っております。 

 ３番目におっしゃったのは、果たして今の適用除外制度が邦船社の３社体制に貢献して

いるか、これは極めて難しいご質問ですけれども、仮に今の体制があったとしても、マー
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スクがその気になればすぐに買えると私は思いますので、決して、直ちにそうなるかとい

うことかどうかは少し勉強しないとわかりませんが、必ずしも適用除外制度自身が邦船社

の現在の体制を維持していることにつながっているというふうには思っておりませんけれ

ども。ほんとうにその気になってマースクがやれば、３社のうちで、あり得るかどうかは

別として、その気になればできるに決まっているので、必ずしも適用除外制度と今の３社

体制とがリンクしているようには私はそういうふうに思いません。ただ、よく勉強させて

いただきます。 

 それから、その後どうなるのかということと、独禁法の当局が、マースクの例えば寡占

体制に対してどう言うのかということについては、これもまた非常に難しいご質問で、で

きればそれこそ公取当局に聞いてみたいと思いますが、一般的には、諸外国の行為に関し

て、今まで公取当局がものを言ったことがあるという感じはあまり受けませんね、事例と

して聞いたことがないわけでございますけれども。ちょっと補足してください。 

【部会長】  すみません、ちょっと先にあれですが、太田委員の言われたことでついで

になるんですけれども、１９ページの記述で、時間的なプロセスをきちんと踏まえてとい

うのは私も全く同感で、その点をぜひ整理していただきたいというのが１つと、それから、

これは小さなことなんですけど、最終的に仕上げるときにはやっぱり気にしておいたほう

がいいと思うのは、例えば①で、終わりから２行目に、「このため」とありますね。「この

ため」ということは、その前が理由になっていて破滅的競争というのが出てくるんですが、

やはり経済学で言えば、冒頭に南部先生がおっしゃったように、破滅的競争という言葉の

背後には、費用構造という意識があって破滅的競争が出てくるので、「このため」以前のと

ころの文章を見ると、単にマーケットが単一であって、参入が極めて容易ということであ

って、それは完全競争とか自由競争の定義ではあっても、破滅的な競争の説明では多分な

いんだろうというふうに思うんですけど、南部先生、それでいいでしょうか。多分そうい

うことだと思います。ですから、そういう点をちょっと気をつける必要があろうかと思い

ます。 

 すみません、途中で。課長、どうぞ。 

【外航課長】  ご指摘ほんとうにありがとうございます。まさに限られた紙面の中で書

くということもちょっと言い訳になるんですけれども、ご指摘のとおりだと思います。 

 特に経済学的な時間軸、南部先生が言っておられた短期的なマージナル・コストへの張

りつきとか、スケールメリットの話というのは完全にこの段落から抜けておりますので、
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何で破滅的な競争が起こるのかとか、そういう時間軸からみてどの場面を、ここで書いて

いるのかがわかるように、今、局長からありましたとおり、ちょっと工夫して書いていき

たいと思っております。 

 あと、独禁当局の話は、効果主義の話は、何か日本の独禁当局もそういうのを採用して

いるらしいということは聞いておりますので、場合によってはそういうこともありうるよ

うです。これは私、部外者でございますけれども、そういうことのようでございます。 

 私からの補足は以上でございます。 

【部会長】  ありがとうございました。 

 太田委員、よろしいですか。 

【委員】  はい。 

【部会長】  それでは、ほかにどうぞ。 

【委員】  今の関連で質問なんですけど、私もよくわからなかったのでお聞きしたいん

ですが、独禁法で船社間協定というのは、要するに日本の会社の協定ですよね。だから、

先ほど太田先生が言われたように……。 

【海事局長】  各国、いわゆるアライアンスを組んでいる各船社との、外国の船社を含

んだ船社間協定になっています。 

【委員】  今の協定はね。いや、そうじゃなくて、独禁法の対象になるのは、例えば外

国の会社と日本の会社が協定を結んだら独禁法の対象になるんですか、適用になるんです

か。 

【海事局長】  なります。 

【委員】  それは独占禁止という観点からいって、外国の船会社が何をしようが、何で

日本の法律でそれが適用できるのかというのがまずわからなかったんですが、日本の船会

社同士が協定を結んでいると独禁法ってすごくわかりやすいですよね、国民の人にも。例

えばヨーロッパの会社と日本の会社が協定を結んでいて、日本に１社しか会社がなかった

としたら、その協定が何で日本の独占禁止法で規制できるのかというのは、どうしてなん

ですか。単純な質問なんですけどね。 

【外航課長】  ちょっと私も、いわゆる属地主義と言われているものだと思うんですけ

れども、管轄権ということで、日本と欧米とか、日本と欧州ということで、日本の関係す

るマーケットということで、そこのカルテルについては管轄権が及ぶということでござい

ます。したがいまして、日本とアメリカの人たちが日米間のマーケットで協定を結んだ場
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合は、独禁法の適用対象になると理解しています。 

【委員】  そうすると、仮に日本の会社を全部外国の会社が買収しちゃったら、どうい

うことになるんですか。例えば外国の会社が１社しかなくて、それが日本の航路を独占し

ちゃったら……。 

【外航課長】  それも当然対象になって、別に企業の国籍は関係ございませんので、日

本のマーケットでそういう独占的な行為が行われることに対しては、これは私、公取では

ないのではっきりしたことは申せませんが、そういうことだと理解しております。 

【委員】  それはほかの何社かがあるから協定ができるので、１社しかなかったら協定

ってないですよね、もともと。 

【外航課長】  １社というのは、協定を飛び越えて、いわゆる寡占、独占の世界という

ことですね。 

【委員】  日本の市場を独占しちゃったという場合は？ 

【外航課長】  その場合はまた別の、先ほど言った企業分割とか……。 

【委員】  そこまでするということね、外国の会社に対して……。 

【外航課長】  いわゆるステップインと言われている、例えばボーイングとマクドネル・

ダグラスなんかが合併するときに、合併はいかんと言うかどうかとかというのと似ていま

して、そうすることで独占が発生してしまうということであれば、公取はそれに対し待っ

たをかけることができるということだと思います。 

【委員】  ＥＵなんかが今、かなりＭ＆Ａで大規模な会社が増えていますけど、対抗し

ようとすると日本でも同じようなことをしようじゃないかという議論は、必ず将来の話と

してはあるだろうし、政策の選択肢としてはあると思うんですよね。そういうことが、さ

っき太田先生が言われたように、日本の独禁当局というのはどう考えるのかということは、

いわゆる公正取引委員会とある程度、結論は出ないのかもしれないけど、見解を聞いてお

く必要はあるような気はしますけどね、そこは。 

【部会長】  ありがとうございました。 

 今のご指摘も、もしそういうことでいろいろ情報がとれるのであれば、ぜひお願いした

いと思います。 

 ほかにいかがでございましょう。どうぞ。 

【委員】  ページで言うと先ほど出ました１９ページあたりになるんですけど、ちょっ

と全体にかかわることを１つだけ申し上げたいことがあります。それは価格安定化という、
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現実の制度は一番最後のページにありますようなところがやっているんですが、もっと広

い意味で、価格安定化の行動をとることがすなわち独禁法違反であるというふうなものの

見方というのは、私は、もう古いというと語弊がありますけど、新しい理論をやっている

観点からすると、それは少し、やはり一面的ではないかなというふうな感じがするんです

ね。 

 と言いますのは、この１９ページにもありますように、これは船に限りません。例えば

装置産業である鉄鋼でも、あるいは、その他のメタルでもみんなそうなんですけれども、

こういう市況産業というのは価格の乱高下というのが非常に激しくあるわけですね。こう

いう乱高下のある産業では、価格が乱高下するのに対してどう反応するかというと、短期

的に反応しないで、先ほど時間軸を入れるということがありましたが、少し時を稼いでど

うすべきかを決めるという行動をとるのが当然のことなわけです。それは結局、今、値段

を変えるのか、１日後に値段を変えるのか、２日後に値段を変えるのかというオプション

があるという言い方に言いかえることができるんですけれども、実は金融のオプションで

はなくて、金融オプションの考え方を応用しましたリアルオプションという考え方が１０

年ぐらい前から欧米ではごく当たり前になってきているわけです。 

 そのようなオプションの考え方をとりますと、やはり先を見て、いつ価格決定をするか。

投資のことはここに書いてありませんが、投資まで含めれば、いつ投資をするかというこ

とまで決まってきますので、例えば価格について言えば、価格がその需給にすぐ反応しな

いで、ある一定の幅でゆとりを持ってといいますか、遅れて動く。例えば急に値段が下が

らないで、しばらく経ってから下がるとか、急に上がらないで、しばらく経ってから上が

るということが起こるほうが当たり前で、そうでないほうがおかしいというふうにオプシ

ョン的には考えられるわけでございます。そういうリアルオプションの考え方からすると、

船の場合も、１９ページにありますようないろんな事情から非常に不確実性が高い、乱高

下があるということであれば、やはり船会社のほうが乱高下を何か安定化させようという

ふうに行動することは、これはオプション的に言えば当たり前のことで、それがカルテル

だと言うほうがおかしいわけですね。 

 私はちょっと気になりますのは、そういったような安定化の行動をとるのは、むしろオ

プション理論として見れば合理的だといたしますと、そういうふうに行動をとっているの

は適用除外という形でもって認めさせろというよりも、むしろ独禁法は、そういうふうな

産業に関しては、時によってはいわゆるほんとうに結合利潤というんでしょうか、みんな
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のジョイント・プロフィットをマキシマムするというのではなくて、むしろ乱高下に対し

て調整するという形での安定化というのは、別にカルテルではなくて、あるいは、競争法

違反でもないというふうな広げた解釈をするべきではないかというふうに思っているわけ

です。 

 リアルオプションというのはあまりポピュラーじゃないので、１つだけご紹介しておき

ますと、DIXIT という人と PINDYCK という、ものすごく両方とも有名な経済学者ですが、

その人たちが書きました『Investment Under Uncertainty』という本があります。不確実

性下の投資という本なんですけれども、この本で極めてポピュラーになっておりまして、

極端に言うと、日本だけ何かあまりこういう研究をする人が少ないという感じでございま

す。この本の考え方というのは、まさに不況カルテルとかそういうふうなものも、実はす

べてが非合理的、すべてが異常なことではなくて、合理的な行動のうちの一つにあるとい

うふうに考えようとしている本でございまして、私はやはり、同盟とか、それから適用除

外とかというあまり大げさな言葉を使わずに、もっとごく普通の行動のうちの一つとして

この安定化というのがあるんだというふうに考えて、独禁法とのすり合わせをするという

のも一つの道があるんじゃないかなというふうに感じております。 

【部会長】  ありがとうございました。 

 今のは大変、含蓄に富んだ議論……。 

【海事局長】  そうすると、適用除外制度を仮にやめたとしても、適用したとしても、

今の安定化行動が独禁法本体のもとで当然認めるのであるという、こういうふうに理解さ

れるような感じがするんですけれども……。 

【委員】  私が申し上げたのは、安定化行動が即、独禁法違反とならないんではないか

という……。 

【海事局長】  そうすると、ただ、適用除外制度があるがゆえに、少なくとも、そうい

う安定化行動は公取当局のご判断を待つまでもなく、当然その安定化行動ができるという

意味では、制度的に担保されると考えられないわけでもなかろうかなという感じが若干す

るので、もう少しよく勉強させていただきたいんです。 

【部会長】  どうぞ。 

【委員】  船主協会の前川でございます。 

 船会社を取り巻く様々なことでご意見をいただいておりますが、船を営業、実際に動か

している立場から、一言意見を述べさせていただきたいと思います。 
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 今の南部先生がおっしゃったことは非常に印象深いです。確かに船社間協定の中には運

賃安定化機能とか同盟カルテルという問題があるりますが、実際問題として、現実的にＥ

Ｕで同盟制度が２００８年１０月以降なくなるとすれば、我々としては従来よりお願いし

ていますとおり、独禁法適用除外、船社間カルテル行為について認めてほしいという立場

は変わりません。南部先生がおっしゃった中で非常に印象的だったのは、最終的に需給関

係で物事が決まっていくとすると、やはりみずからが需給関係に影響を与えるような立場

になりたいと考えると思うんです。先ほど外航課長のほうからも説明があった、欧州の３

社の市場占有率が三十何％というような状況になってきますと、また、マースクラインの

ように１社で１７％とか、そういう大きな支配力を持つようになってくると、要するに誰

と相談せずにして、みずから調整機能を発揮できると思うわけです。 

 たまたま歴史的な背景もあるんですけれども、我々、中、あるいは小の部類の船社、こ

れは日本の船社がその中に入っているわけですけれども、自分たち１社でサービスができ

ないから、アライアンスを組んでいる。そうすると、単独で相当の支配力を持っていると

ころと対抗するには、やはりアライアンスを組んで、アライアンス全体として対抗せざる

を得ない。問題は、アライアンスとして対抗するときに独禁法上の問題が出てくると、こ

れは致命的な問題だと思っているわけです。この問題は、ぜひとも何らかの国際的な、あ

る同じルールで govern していただくようなことを世界的に認められるように、日本のほう

からも発信していただくような形にしていただきたいと思います。 

 以上です。 

【部会長】  ありがとうございました。 

 どうぞ。 

【海事局長】  少し付け加えさせていただきますと、欧州が一応適用除外をやめるとい

って、２年以内に、今ガイドラインの案なるものを出しているんですけれども、結局のと

ころ、私どもが見た限りにおいて危惧するのは、そのガイドラインなるものを、こういう

ケースはいいよ、こういうケースはいいよということで適当に書いてありますけれども、

実際のところ、ほんとうに例えばアライアンスを組んで情報交換したことが適用除外にな

らずに、ちゃんとファイルしなきゃというようなことになるのかどうかに関しては、結局

のところＥＵ委員会の解釈の世界に入っていくわけですね。 

 ところが、適用除外制度があると、そういう官僚的な世界に入らずとも、基本的に安心

してアライアンスが組める、あるいは、情報交換できるというところの自由度の確保とい
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うのは大きな違いがありまして、そういう意味で、今、ＥＵの例を持ち出されたので、私

も全く実は同感でして、事前規制、事後規制とよく言いますけど、事後規制になったから

って事前規制はなくなるわけじゃなくて、多分そこが欧州の委員会のコミッションのいわ

ゆる官僚的な世界に解釈を一々ゆだねざるを得ないとか、一々聞きにいくとか、お伺いを

立てるような世界になるおそれを非常に含んだガイドラインだと自分は理解しております。 

【部会長】  ありがとうございました。 

 どうぞ。 

【委員】  ページ数で申しますと２４ページから２６ページまでにかけての記述で若干

質問させていただきたいんですけれども、ＷＴＯとＥＰＡ／ＦＴＡの関係についての部分

で、まず１つは、おそらくＷＴＯでまだ海運分野の協定がない、交渉が妥結していないと

いうことがあって、それとは別にもう一つ、今の動きとして、二国間、それから地域的な

ＥＰＡとＦＴＡの動きがあるということになるのだろうと思うんですね。この記述の中で、

ＷＴＯの中の最恵国待遇について触れておられると思うんですけれども、そことの関係で、

最後の２６ページの②のところで、「多国間の枠組みより高いレベルでの自由化約束」とい

うのは、ＷＴＯでもし交渉が妥結すれば最恵国待遇がきくことになりますので、ここの部

分は「多国間の枠組みより」というのはちょっと誤解を招くのではないかというふうに思

うんですが。 

 それともう一つは、二国間、地域間のレベルでの協定の一つの特色は、確かにより特別

な保護ということがあるのでしょうけれども、もう一つの特色として、個々の国家間の関

係の特殊性を踏まえた交渉ができるというところがあるのだろうと思うんですね。特にこ

の２４ページから２６ページまで触れておられる部分というのは、若干やはり国によって

事情が違っていて、その国の事情を踏まえた上での日本との関係での交渉ができるという

意味で、たとえＷＴＯで交渉が妥結したとしても、二国間のＥＰＡ／ＦＴＡを持っている

ことに意義があるのではないかと私はちょっと感じるものですから、若干その点を付け加

えられてもいいのかなと。前半は質問で、後半はちょっとコメントでございます。 

【部会長】  ありがとうございます。 

 どうぞ。 

【外航課長】  前半の部分につきましては、最恵国待遇の話とＥＰＡ／ＦＴＡの話で確

かに若干難しゅうございまして、ＷＴＯの中でも、こうこうこういう条件を満たすＥＰＡ

／ＦＴＡについては、ＷＴＯの上乗せ規制として最恵国待遇がかからない形での交渉をし
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てもいいよという規定がございますので、そういうところの整合規定のことを書いてござ

いますので、おっしゃるご指摘のところは基本的にはそういうことなんですけれども、Ｗ

ＴＯもある程度そこを予定しておりまして、一定の程度であれば、それは上乗せ規制をか

けていってもいいというものでございます。 

 ２点目のご指摘はごもっともでございますので、その辺考えさせて、書き方、表現ぶり、

大変それがＥＰＡ／ＦＴＡの一番のポイントだと思いますので、そこもちょっと強調して

書いていきたいと思います。 

【委員】  ＷＴＯの場合はですので、ここのような書き方で最恵国待遇ということだけ

を書かれると、やっぱりどうしても整合性が問題になるので、むしろ今おっしゃったご説

明のほうを書かれたほうがよいかと思います。 

【外航課長】  ありがとうございます。 

【部会長】  どうもありがとうございました。 

 ほかに、続いていかがでしょうか。特段ございませんか。 

 今の時点で特段のご意見がないようであれば、またこの後、ご提案申し上げようと思っ

ておりましたけれども、今いろいろ頭の中にあるんだけど、ちょっと整理ができていない

というようなものも各委員の中におありでしょうし、あるいは、本日の部会にご出席いた

だいていない委員、あるいは臨時委員の方もいらっしゃいますから、そんなに長くは無理

でしょうけれども、一定の期間を設けて、ご意見等を事務局のほうにさらにお寄せいただ

くのがよいのではないかというふうに思います。そういう考え方で事務局のほうはよろし

ゅうございますか。 

 ほかにもし、これ以上、この段階では、きょうの素案に関してご意見がないようであれ

ば、少し早目になりますけれども、きょうの議論はとりあえず終了ということにさせてい

ただいて、この後の日程等をあわせて事務局からアナウンスをいただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

【事務局】  ありがとうございます。 

 まず、次回の部会の日程につきましてご説明させていただきます。第８回国際海上輸送

部会は、ヒューマンインフラ部会との合同部会といたしまして、１２月２０日、木曜日の

１４時から、場所は三田共用会議所の第４特別会議室で開催させていただきます。よろし

くお願いいたします。なお、開催場所等のご案内につきましては、後日、部会の開催のご

案内とともに、案内図をお付けしてお送りさせていただきます。よろしくお願いいたしま
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す。 

 それから、今、杉山部会長からお話のありました、ご意見等を頂戴する件でございます

けれども、本日、限られた時間でのご議論ということもあり、また、ご出席していただけ

なかった委員の方、臨時委員の方もございますので、素案に対するご意見をファクスまた

はＥメールで、１１月２２日、来週の木曜日でございますけれども、２２日までに事務局

のほうまでお送りいただけますよう、よろしくお願いいたします。提出先やその様式等は、

詳細につきまして、別途、本日メールを送らせていただきますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

 答申（案）につきましては、本日いただいたご意見と１１月２２日までにいただきます

ご意見を踏まえまして、修正を加えまして、１２月２０日、木曜日の第８回国際海上輸送

部会におきまして最終的な案をご提示させていただきます。ご議論をいただきまして、ご

結論をいただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

【外航課長】  今の訂正ですけれども、１１月２２日にいただきまして、こちらで修正

案をつくりまして、先生方のほうに一度投げさせていただきまして、ご確認いただいた上

で最終案をという形で１２月２０日を迎えるという段取りにさせていただければと思いま

す。 

【部会長】  ありがとうございます。 

 きょう、随分いろんな意見をいただきましたし、また、それぞれ大変難しい点がありま

すから、事務局は大変だろうと思いますけど、ひとつよろしく消化をしていただいて、お

願いしたいと思います。今、お話がありましたように、委員の方にもう一度見ていただい

て、それでということにしたいと思います。 

 それでは、今の進め方について何かご質問、ご意見ございますでしょうか。よろしゅう

ございますか。 

 それでは、以上をもちまして、本日の国際海上輸送部会を閉会とさせていただきます。

お忙しい中、ご出席をいただきまして大変ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


